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青
森
県
条
例
第
五
十
一
号

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

第
一
項
の
法
人

(

法
第
五
十
三
条
第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
法
人
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
義

務
が
あ
る
法
人
又
は
当
該
法
人

(

法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
法

人
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
に
限
る
。)

と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ

る
連
結
子
法
人

(

連
結
申
告
法
人
に
限
る
。)

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

｢

対

象
法
人｣

と
い
う
。)

の
前
項
の
申
告
書
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
べ
き
額
で
法
人

税
割
額
の
計
算
上
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
金
額

(

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

｢

利
子
割
額
の
控
除
不
足
額｣

と
い
う
。)

及
び
当
該
利
子
割
額
の
控
除
不
足
額
を
当
該
申
告
書

に
記
載
さ
れ
た
県
民
税
均
等
割
に
充
て
た
い
旨

(

次
項
に
お
い
て

｢

均
等
割
充
当
の
申
出｣

と
い

う
。)

の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
子
割
額
の
控
除
不
足
額
を
当
該
対
象
法
人
の
当
該
申
告

書
に
記
載
さ
れ
た
県
民
税
均
等
割
に
充
当
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

政
令
第
九
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
法
人
の
第
三
項
の
申
告
書
に
利
子

割
額
の
控
除
不
足
額
の
記
載
が
あ
り
、
か
つ
、
均
等
割
充
当
の
申
出
の
記
載
が
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
当
該
利
子
割
額
の
控
除
不
足
額
を
、
対
象
法
人
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
充
当
を
し
て
も
な
お

充
当
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
利
子
割
額
の
控
除
不
足
額
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
充
当

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
利
子
割
額
の
控
除
不
足
額
を
当
該
対
象
法
人
に
対
し
還
付
し
、
又
は

当
該
対
象
法
人
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
に
充
当
す
る
。

第
五
十
五
条
の
三
及
び
第
五
十
五
条
の
十
五
中｢

又
は｣

を
削
り
、｢

還
付
し
、｣

を｢

充
当
し
、

又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
し｣

に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
四
号
中

｢

第
七
十
二
条
の
二
第
九
項
第
四
号
、
第
五
号｣

を

｢

第
七
十
二
条
の
二

第
九
項
第
五
号｣

に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
第
二
項
中

｢

住
宅
金
融
公
庫
、｣

を
削
り
、

｢

本
項｣

を

｢

こ
の
項｣

に
改
め
、
同

条
第
七
項
中

｢

本
条
中｣

を

｢

こ
の
条
に
お
い
て｣

に
、

｢

あ
わ
せ
て｣

を

｢

併
せ
て｣

に
、

｢

基

い
て｣

を

｢

基
づ
い
て｣

に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
中

｢

本
項｣

を

｢

こ
の
項｣

に

改
め
る
。

第
九
十
八
条
中

｢

八
百
九
十
八
円｣

を

｢

千
七
十
四
円｣

に
改
め
る
。

第
二
百
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

網
・
わ
な
猟
免
許
又
は｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中

｢

網
・

わ
な
猟
免
許
又
は｣

を
削
り
、

｢

扶
養
親
族

(｣

の
下
に

｢

第
四
号
及
び｣

を
加
え
、
同
項
第
三
号

を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

網
猟
免
許
又
は
わ
な
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
で
、
次
号
に
掲
げ
る
者
以

外
の
も
の

八
千
二
百
円

四

網
猟
免
許
又
は
わ
な
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
で
、
当
該
年
度
の
都
道
府

県
民
税
の
所
得
割
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
扶
養
親
族
等
に
該
当
す
る

者

(

農
業
、
水
産
業
又
は
林
業
に
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。)

以
外
の
者

五
千
五
百
円

第
二
百
十
九
条
第
二
項
中｢

第
二
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号｣

の
下
に｢

又
は
第
四
号｣

を
加
え
、

｢

同
号｣

を

｢

同
項
第
二
号
又
は
第
四
号｣

に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
五
中

｢
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に

…
…
…
…
…
…
…
…
…
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( )

改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項
中

｢

平
成
二
十
年
度｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
度｣

に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
六
中

｢

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一

日｣
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

平
成
十
八
年
七
月
一
日
以
後
に
売
渡
し
等

が
行
わ
れ
た｣
及
び

｢

及
び
前
項｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

附
則
第
十
一
条
第
二
項
中

｢

附
則
第
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
等｣

を

｢

法
附

則
第
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車｣

に
、

｢

平
成
十
一
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

を

｢

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

三
十
一
日
ま
で｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中

｢

前
二
項｣

を

｢

前
三
項｣

に
、

｢

第
三
十
二
条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項｣

を

｢

第
三
十
二
条
第
七
項
若
し
く
は

第
八
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中

｢

内
燃
機
関
を
有
す
る
自
動
車
で

併
せ
て
電
気
そ
の
他
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
動
力
源
と

し
て
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
廃
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
よ
り
大
気

汚
染
防
止
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号)

第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス

の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
も
の
で
同
令
附
則
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の

(

以
下
こ
の

項
に
お
い
て

｢

特
定
自
動
車｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

法
附
則
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
自
動
車｣

に
、

｢

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で｣

を

｢

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

に
、

｢

次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
率｣

を

｢

当
該
特
定
自
動
車
が
バ
ス
、

ト
ラ
ッ
ク
そ
の
他
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
百
分
の
二
・
七
を
、
当
該
特
定
自
動
車
が
乗
用
車
そ
の
他
の
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
分
の
一
・
八

(

当
該
取
得
が
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二)

｣

に
改
め
、
同
項
各
号

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
附
則
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
天
然
ガ
ス
自
動
車
の

取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
百
九
十
三
条
の
四
及
び
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
か
ら
百
分
の
二
・
七
を
控
除
し
た
率
と

す
る
。

附
則
第
十
二
条
第
一
項
中

｢

住
宅
金
融
公
庫
、｣

を
削
る
。

附
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三

月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
年
三
月

三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
百
十
六
条
第
一
項
及

び
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
項
の
規
定
は
、
同
月
十
六
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例

(

以
下

｢

改
正
後
の
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
中
法
人
の
県
民

税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
に
開
始
す

る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民

税
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
計
算
期
間
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人

の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
計
算
期
間
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３

改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例
第
七
十
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
八

年
度
分
ま
で
の
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

施
行
日
前
に
さ
れ
た
改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
家
屋
の

新
築
後
最
初
に
行
わ
れ
た
住
宅
金
融
公
庫
に
対
す
る
請
負
人
か
ら
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

５

改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得

に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

改
正
後
の
条
例
第
二
百
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年

四
月
十
六
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て
課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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( )

青
森
県
条
例
第
五
十
二
号

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
五
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
、

｢

第
十
二
条
第
一
項
の
表
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
第
二
号｣

を

｢

第
十
二
条
第
一
項

の
表
第
一
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
第
一
号｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
第
一
号
中｢
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、

｢

若
し
く
は
第
二
号｣
を
削
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
附
則
第
四
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十

一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

２

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森

県
条
例
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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